
   

○ 

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
六
十
二
年
法
律
第
六

十
二
号
） 
抄 

 

（
定
義
） 

第
二
条  

（
略
） 

２ 
 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
民
間
都
市
開
発
事
業
」
と
は
、
民
間
事
業
者
に
よ
つ
て
行
わ

れ
る
次
に
掲
げ
る
事
業
を
い
う
。 

一 
 

都
市
に
お
け
る
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
及
び
都
市
機
能
の
増
進
に
寄
与

す
る
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
整
備
に
関
す
る
事
業
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
事
業
を
含

む
。
）
の
う
ち
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
で
あ
つ
て
、
政
令
で
定
め
る
要
件
に

該
当
す
る
も
の 

二 
 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
六
項
の
都
市
計
画
施
設

の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
整
備
に
関
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
同
法
第
五
十
九
条

第
四
項
の
認
可
を
受
け
た
も
の 

 

（
機
構
の
業
務
） 

第
四
条  

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 
 

特
定
民
間
都
市
開
発
事
業
（
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
民
間
都
市
開
発
事

業
の
う
ち
地
域
社
会
に
お
け
る
都
市
の
健
全
な
発
展
を
図
る
上
で
そ
の
事
業
を
推
進

す
る
こ
と
が
特
に
有
効
な
地
域
と
し
て
政
令
で
定
め
る
地
域
に
お
い
て
施
行
さ
れ
る

も
の
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
民
間
都
市
開
発
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
事
業
の
施
行
に
要
す
る
費
用
の
一
部
（
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
民
間
都
市
開
発
事
業
に
あ
つ
て
は
、
公
共
施
設
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る

避
難
施
設
、
駐
車
場
そ
の
他
の
建
築
物
の
利
用
者
及
び
都
市
の
居
住
者
等
の
利
便
の

増
進
に
寄
与
す
る
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
共
施
設
等
」
と
い
う
。
）
の

整
備
に
要
す
る
費
用
の
額
の
範
囲
内
に
限
る
。
）
を
負
担
し
て
、
当
該
事
業
に
参
加

す
る
こ
と
。 

二
～
六 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
事
業
用
地
適
正
化
計
画
の
認
定
基
準
） 

第
十
四
条
の
三 

 

国
土
交
通
大
臣
は
、
計
画
の
認
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
申
請
に
係
る
事
業
用
地
適
正
化
計
画
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る

と
き
は
、
計
画
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一  

事
業
用
地
が
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 
 

住
宅
の
用
、
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
用
そ
の
他
の
用
途
に
供
さ
れ
て
お
ら

ず
、
又
は
そ
の
土
地
の
利
用
の
程
度
が
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
同
一
の
用
途

若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
用
途
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
の
利
用
の
程
度
に
比
し
著

し
く
劣
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 

ロ 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
内
に
あ
り
、
か
つ
、
都
市
計
画
法
第

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域
の
区
域
（
同
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に

関
す
る
都
市
計
画
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
都
市
計
画
区
域
に
あ
つ
て
は
、
同
法
第

八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
）

内
に
あ
る
こ
と
。 

(1)  

首
都
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
既
成
市
街
地
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯
又
は
同
条
第

五
項
に
規
定
す
る
都
市
開
発
区
域 

(2)  

近
畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
既
成
都
市
区
域
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
区
域
又
は
同

条
第
五
項
に
規
定
す
る
都
市
開
発
区
域 

(3)  

中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
都
市
整
備
区
域
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
都
市
開
発
区
域 

(4)  

道
府
県
庁
所
在
の
市
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
都
市
の
区
域 

ハ  
面
積
が
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 
 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
民
間
都
市
開
発
事
業
の
用
に
供
さ
れ

る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。 

参考資料 

参
照
条
文 



二 
 

申
請
者
が
従
前
か
ら
所
有
権
又
は
借
地
権
を
有
す
る
土
地
が
、
そ
の
形
状
、
面
積

等
か
ら
み
て
申
請
に
係
る
民
間
都
市
開
発
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
困
難
又
は
不

適
当
で
あ
る
こ
と
。 

三 
 

取
得
又
は
設
定
を
し
よ
う
と
す
る
隣
接
土
地
の
権
利
の
内
容
並
び
に
隣
接
土
地
の

所
有
権
の
取
得
等
の
方
法
及
び
予
定
時
期
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

四 
 

民
間
都
市
開
発
事
業
の
内
容
が
土
地
の
合
理
的
か
つ
健
全
な
利
用
及
び
都
市
機
能

の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
施
行
の
予
定
時
期
が
適
切
な
も
の

で
あ
る
こ
と
。 

五 
 

隣
接
土
地
の
所
有
権
の
取
得
等
及
び
民
間
都
市
開
発
事
業
の
施
行
に
必
要
な
経
済

的
基
礎
並
び
に
こ
れ
ら
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
能
力
が
十
分

で
あ
る
こ
と
。 

  

○ 

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
六
十
二
年
政

令
第
二
百
七
十
五
号
） 

抄 
 

（
民
間
都
市
開
発
事
業
の
要
件
等
） 

第
二
条 

 

法
第
二
章
及
び
第
四
章
に
規
定
す
る
民
間
都
市
開
発
事
業
に
つ
い
て
の
法
第
二

条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と
と
す
る
。 

一  

次
の
イ
及
び
ロ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

イ  

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
が
行
わ
れ
る
土
地
（
水
面
を
含
む
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
域
の
面
積
が
、
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
地
方
拠
点

都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

四
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
の
同
意
基
本
計
画
に
係
る
拠
点
地
区
内
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
地
区

計
画
等
の
区
域
（
そ
の
整
備
を
特
に
促
進
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が

定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
内
、
都
市
再
生

特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す

る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
又
は
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
中
心
市
街

地
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 
 

整
備
さ
れ
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
（
整
備
さ
れ
る
建
築
物
が
二
以
上
あ
る
と
き

は
、
そ
の
延
べ
面
積
の
合
計
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
二
千
平
方
メ
ー
ト

ル
（
都
市
計
画
法
第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
地
区
計
画
等
の
区
域
内
に
お
い
て

整
備
さ
れ
る
建
築
物
若
し
く
は
貨
物
流
通
の
事
業
を
行
う
者
が
利
用
す
る
た
め
の

建
築
物
（
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
港
湾
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
で
そ
の
整
備
を
特
に
促
進
す
べ
き
も

の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
又
は
都
市
再
生
特
別

措
置
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
若
し
く

は
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
中

心
市
街
地
の
区
域
内
に
お
い
て
整
備
さ
れ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
千
平
方
メ
ー

ト
ル
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 
 

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
百
二
十
九
条
の
六
の
認

定
再
開
発
事
業
計
画
に
係
る
再
開
発
事
業
で
あ
る
こ
と
。 

２ 
 

法
第
三
章
並
び
に
附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
二
項
、
第
七
項
及
び
第
九

項
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
民
間
都
市
開
発
事
業
に
つ
い
て

の
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
こ
と
と
す
る
。 

一 
 

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
が
行
わ
れ
る
土
地
の
区
域
の
面
積
が
、

五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二  

整
備
さ
れ
る
建
築
物
の
延
べ
面
積
が
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

３ 
 

法
第
二
条
第
二
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
都
市
計
画
施
設
は
、
道
路
、
駐
車
場
、

公
園
、
緑
地
、
広
場
、
運
動
場
、
墓
園
、
下
水
道
、
河
川
、
運
河
及
び
水
路
並
び
に
防

水
、
防
砂
又
は
防
潮
の
施
設
と
す
る
。 

 
（
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
が
参
加
し
、
又
は
資
金
の
融
通
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
民

間
都
市
開
発
事
業
の
施
行
さ
れ
る
地
域
に
関
す
る
要
件
） 

第
三
条 

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
地
域
と
す
る
。 



一 

次
に
掲
げ
る
区
域
以
外
の
区
域 

イ 

昭
和
六
十
二
年
八
月
一
日
に
お
け
る
東
京
都
の
特
別
区
の
存
す
る
区
域
及
び

大
阪
市
の
区
域 

ロ 
昭
和
六
十
二
年
八
月
一
日
に
お
い
て
首
都
圏
、
近
畿
圏
及
び
中
部
圏
の
近
郊
整

備
地
帯
等
の
整
備
の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令

(

昭
和
四
十
一
年
政
令
第
三
百
十
八
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
区
域 

二 

次
に
掲
げ
る
地
域
の
い
ず
れ
か
の
地
域 

イ 

都
市
計
画
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域 

ロ 

都
市
計
画
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
区
域
区
分
に
関
す
る
都
市
計
画
が

定
め
ら
れ
て
い
な
い
都
市
計
画
区
域(

同
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

用
途
地
域
が
定
め
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
に
限
る
。) 

ハ 

港
湾
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
港
湾
区
域 

ニ 

港
湾
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
臨
港
地
区 

 

附 

則 

（
特
定
民
間
都
市
開
発
事
業
に
係
る
地
域
の
特
例
等
） 

第
一
条
の
三 

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号

の
政
令
で
定
め
る
地
域
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す

る
地
域(

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
民
間
都
市
開
発
事
業
の
う
ち
市
街
地

の
計
画
的
な
再
開
発
に
資
す
る
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
該
当
す

る
事
業
に
係
る
も
の
に
限
る
。)

と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
民
間
都
市
開

発
事
業
の
う
ち
市
街
地
に
お
け
る
居
住
に
関
す
る
機
能
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
し
て

国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
第
二
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
二
千
平
方
メ
ー
ト
ル(

地
方
拠
点
都
市
地
域

の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
四
年
法
律
第
七

十
六
号)

第
八
条
第
一
項
の
同
意
基
本
計
画
に
係
る
拠
点
地
区
内
、
都
市
計
画
法(

昭
和

四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
四
条
第
九
項
に
規
定
す
る
地
区
計
画
等
の
区
域(

そ
の
整
備

を
特
に
促
進
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。)

内
、
都
市
再
生
特
別
措
置
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
二
十

二
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
市
再
生
整
備
計
画
の
区
域
内
又
は
中
心
市

街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
十
六
条
第
一
項
に
規

定
す
る
認
定
中
心
市
街
地
の
区
域
内
に
お
い
て
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル)

」
と
あ
る
の
は

「
千
平
方
メ
ー
ト
ル
」
と
、
同
号
ロ
中
「
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
区
域(

そ
の
整
備
を

特
に
促
進
す
べ
き
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
に
限

る
。)

内
」
と
す
る
。 

  


